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人事に関する状況事項

１．組織体制の整備及び職員の配置

（１）組織の整備状況

業務運営の効率化を推進するため，業務量の変動に応じた課の統合，廃止，新設を行い，評価第１

課を５係体制から３係体制に，評価第２課を４係体制から８係体制に改組した。

（２）職員の配置状況

年度当初の評価事業部の人員配置については，評価企画・国際課から７人及び評価第１課から13人

， 。 ，を減員し 業務量が増大する評価第２課に18人及び法科大学院評価課に１人の増員を行った さらに

業務量の増大に対応するため，評価事業部には６月から10月までに人事交流等（管理部等からの配置

換えを含む）により11人の増員を行った。

（３）人事交流の実施状況

国立大学法人等との人事交流は，課長補佐以下の職員について49機関（71人）と実施し，組織の活

性化と機構の業務に即応できる人材を確保することができた。なお20年度は課長補佐以下の職員115

人のうち75人（約65％）が人事交流者となっている。

２．研修等の実施状況

パソコン研修等の実践的研修を例年どおり実施するとともに，英会話研修については，５ヶ月間英会

話学校に週２回通学する研修を実施し職員の資質向上を図った。

また，評価に精通した人材育成の一環として，職員全員を対象にした評価事業に関する研修や，外部

機関が実施している法人の財務，監査業務，著作権制度及び情報システム等の専門的研修に職員を積極

的に参加させた。

３．教員採用の公募状況

公募を実施し，７人の応募者から教授２人の採用を決定した。

４．常勤職員数

平成20年度期初の常勤職員数：135人，期末の常勤職員数：145人
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